
「憲法が輝く兵庫県政をつくる会」第６回定期総会議案 

２０１１０５１１ 

 

１．「憲法県政の会」第６回定期総会の開催にあたって 

２０１３年夏の兵庫県知事選挙まで、あと２年余となりました。 

 前回２００９年の選挙において、私たちは「革新県政の会」時代を含めて過去最高の約

５０万の得票を得ることができました。 

 そして、選挙結果を受けての「声明」の中で、「今回の選挙で築いた新たな峰を出発点

に、引き続き憲法が輝く県政の実現」への決意を県民に明らかにしています。 

 井戸県政は、選挙後も新「行革」プランを推進し、大企業には手厚く、県民には冷たい

政治姿勢を改めようとはしていません。 

 また、東日本大震災からの復興にあたって、阪神・淡路大震災が「創造的復興」の名に

よって被災者・住民のくらし・商売、まちの再建がなおざりにされた痛切な教訓を積極的

に発信しようとしていません。 

 このような中で、私たちが果たすべき役割は、いっそう重要になっています。 

  

 「憲法県政の会」は２００６年の発足後、毎年２月に定期総会を開いてきました。 

 幹事会では、今回の総会開催を決めるにあたり、次回知事選挙までの折り返し点にたっ

て、選挙戦の基本戦略を総会に提案するために、いっせい地方選挙の実施も考慮に入れ、

５月開催を決めました。 

 そしてこの間、前回選挙の総括をふえまえた新しい試みとして幹事団体代表者会議を開

催し、県民アンケートの集約も行い、候補者づくり、政策づくりの討議と努力を重ねてき

ました。幹事団体代表者会議を新たに正式な決定機関として加えたいとの本総会への提案

は、次期選挙に向けた本会の知恵と力の集中をさらに高めるものとして、重要な役割を果

たすものになると考えます。 

 しかし、大震災の発生で加入団体が救援活動に力を注がざるを得なくなったこともあり、

今総会に基本戦略の全体を提案するに至りませんでした。この点はたいへんに残念なこと

であり、また幹事会として、加入団体、地域の会のみなさんに、率直にお詫びしたいと思

います。 

 以上の経過をふまえて、今総会では、１）前回総会以後の取り組みの承認をいただくと

ともに、当面１年間の活動方針を決定する、２）次期選挙に向けた基本戦略ついてのみな

さんの積極的な議論をいただく、３）幹事団体代表者会議と臨時総会の開催を可能とする

ための会則改定を行う、４）その上で、幹事団体代表者会議を軸に基本戦略の全体像を明



らかにし、本年秋をめどにこれを決定する臨時総会を開催するという当面の活動の方向を

確認していきたいと思います。 

 東日本大震災からの復興をめぐり、「この国のあり方」が鋭く問われている中で、日本

国憲法と地方自治をくらしに生かしていく原則を守ることが、いっそう重要になっていま

す。 

 ２０１３年知事選挙に向け、憲法が輝く兵庫県政の実現へ、すべての加入団体、地域の

会の力を結集していきましょう。 

 

２．「憲法が輝く兵庫県政」の実現に向けて――政治の現状と課題

をどうとらえるか 

〔「新しい政治」の模索はつづいている〕 

前回（２０１０年２月１７日）総会の後、普天間基地移転問題を直接のきっかけとした

民主党・鳩山首相の政権放棄、後をついだ菅首相による「財界いいなり」路線の明確化、

その後の参議院選挙での民主党の敗北など、２００９年夏の自民党から民主党への政権交

代以後も、大きな政治の変化が続きました。 

この１年で民主党政権は急速に国民の支持を失い、２０１０年夏の参議院選挙で自民・

民主「二大政党」離れの受け皿となった「みんなの党」も、今年（２０１１年）のいっせ

い地方選挙では明らかな失速を見せています。 

古い自民党政治の継続に対する、国民の拒否感は明白です。 

しかし、同じ時期に、憲法の擁護と全面実施をめざす日本共産党の議席後退も続いてお

り、自民党政治にかわる「新しい政治」の内容や担い手は、多くの国民の中で明確になっ

ていません。「憲法が輝く兵庫県政」の実現をめざす私たちの取り組みには、局面を前向

きに打開する自力の強化が求められています。 

 

〔「憲法が輝く政治」を国民の中へ〕 

 ２０１１年３月１１日、かつてない深刻な被害を生んだ「東日本大震災」が起こりまし

た。同時に発生した東京電力・福島第一原発事故による「原発災害」は、いまも被害を拡

大しています。被災者には緊急の手厚い支援が必要です。あわせて日本の社会には、被災

者の「人権の復興」を最優先した震災復興の着実な前進や、原発依存型からのエネルギー

政策の転換が求められています。 

そのためにも「憲法が輝く政治」の実現を、広く国民に訴えていかねばなりません。 

第１３条「幸福追求権」「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福

追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上



で、最大の尊重を必要とする」。被災者全員がこの権利をもっていることを大前提に、あ

らゆる支援と復興が急がれなければなりません。 

第２５条「生存権」、第２６条「教育権」、第２７条「勤労権」、第２９条「財産権」

などを、第１１条「基本的人権」が「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」

とする、あらゆる人権を国家が率先して実現する「憲法が輝く政治」がつくられなければ

なりません。 

 

〔苦境の打開をめざす政治の新しい変化〕 

 兵庫県民の暮らしと地域経済の実情も大変です。２０１０年秋からの「県民アンケート」

（憲法県政の会）には、約７割の方から「くらしが悪くなった」との回答があり、その原

因として「税金や国保が高い」などの負担増があげられました。「仕事がまったくない」

「収入が少ない助けてほしい」「就職先がない」などの悲痛な声も寄せられています。 

 「憲法県政の会」加入の各団体は、国保料引き下げと保険証とりあげ中止、子どもや高

齢者の医療費無料化・軽減、公立病院等の統廃合反対・医療体制の充実、中学校給食実施

や高校学区統合反対など切実な要求の実現へ、県民と力をあわせて署名運動や対県交渉な

どにとりくんできました。その中で、議会での論戦ともあわせて、要求の実現や地域活性

化への新しい動きが生まれています。 

中学校卒業までの医療費無料化は、２０１１年度から相生市、赤穂市、たつの市で実施

されています。中学校給食については播磨町が１月から開始し、明石市でも住民の取り組

みを受けて、４月の市長選挙で当選した市長がこれを公約にかかげました。相生市は「子

育て応援都市」をかかげ、幼稚園と小中学校給食の無料化、新婚世帯への月１万円の家賃

補助などを始めました。 

住民の切実な要求が政治を動かした貴重な事例であり、それぞれの取り組みの教訓によ

く学ぶ必要があります。 

 

〔「新行革」を転換し、福祉と防災のまちづくりへ〕 

 「東日本大震災」は、地方政治のあり方を厳しく問うものにもなっています。４月のい

っせい地方選挙では、大震災・原発問題とともに、福祉と防災のまちづくりが争点になり、

「学校、住宅などの耐震化を」「津波想定２・５メートルの防災計画は抜本見直しを」な

どのハード面の対策強化とともに「普段から福祉を大事にしてこそ、いざというときにも

住民のいのちが守れる」といった議論に共感が広がりました。 

 兵庫県政の実情は、パナソニックに２１８億円の補助金、高速道路やダム建設など大企

業支援や大型開発を優先する一方、「新行革プラン」で医療・福祉・教育を切り捨てるも

のになっています。「職員３割削減」をかかげ、土木事務所や保健所の統廃合をすすめ、

２００９年の豪雨災害時には被害の中心地に到着できなかったり、新型インフルエンザの



発生時にも対応に支障をきたすなど、県民の「安全・安心」を脅かす事態がすすんでいま

す。さらに県内３０の消防本部を１１に集約し、広域化しようとしています。 

これでは、いざという時に県民の命とくらしを守ることはできません。あらためて「こ

れでいいのか兵庫県政！」と、福祉と防災のまちづくりへの政治の転換を訴えることが必

要です。 

 

〔県政転換から国政の転換へ〕 

兵庫県には５０年も前から原発の誘致計画に反対し、県内に原子力発電所の建設を許し

てこなかった運動の歴史があります。しかし、関西電力が福井県に集中させた原発に大き

な事故があれば、兵庫県も深刻な被害を受けずにおれません。 

原発依存型のエネルギー政策の転換は、兵庫県民にとっても切実な問題です。 

震災復興では１６年前の阪神・淡路大震災以後、「住宅は私有財産だから個人責任」と

いう自民党政治の壁を破り、被災者生活再建支援法をつくらせてきた経験があります。今

では国も「阪神・淡路では、再建の主役は土木・公共事業」「被災者の生活に対する配慮

が十分でなかった」（２０１１年３月、総務大臣）と認めざるを得なくなっています。こ

のたたかいの経過と成果を全国に発信することは、あらためて兵庫の運動が担うべき重要

な課題となっています。 

「関東大震災はチャンス」（２００８年１１月）と述べた井戸県政に終止符を打ち、憲

法どおりの県政を実現することは全国的にも大きな意義をもつことです。２０１３年予定

の知事選挙にむけた取り組みの具体化を急がなければなりません。 

 

３．２０１０年度の活動 

 「憲法県政の会」は、昨年２月の第５回定期総会方針にもとづき、幹事会の定例開催と

事務局体制の強化のもと、学習活動、政策活動、広報活動などを行ってきました。以下、

活動の概略をふりかえります。 

 

（１）学習活動 

 ５月に、２０１３年選挙での行動の指針をめざした、『ウィーラブ兵庫④‐２００９年

兵庫県知事選挙の記録』を発刊し、加入団体を中心に普及活動を進めました。また、発刊

を記念し、京都民主府政の会の役員を招き「京都のたたかいに学ぶ会」を開催しました。 

 兵庫県自体問題研究所、ストップ県「行革」の会との共同学習会の準備を進めています。 

 

（２）政策活動 

 政策担当者を中心に作成した「県民アンケート」活動を昨年１１月から今年２月にかけ

て行い、１２００通を集約しました。アンケート結果の分析をすすめるとともに、地域の



会への結果返しを行い、地域での対県要求の掘り起こしにつなげます。 

東日本大震災の発生に伴い、３月末に兵庫県知事への「東日本大震災に関する要請書（第

一次）」を届けました。 

 

（３）広報活動 

①ニュースの発行 

 第１号（５月発行）「子どもの医療費、県新年度予算批判」、第２号（１０月発行）「第

２次新行革プラン批判、高校学区拡大」を発行しましたが、第１号は版下のみの発行にな

り、加入団体や地域の会の構成員には充分届けることができませんでした。編集委員会の

体制の強化と幹事会として編集内容を位置付けを強化することが必要です。 

②ブログの更新 

 昨年総会以降、担当者を明確にする中で日常的な更新がすすめられていますが、政策活

動とも結んだ原稿の集団検討やブログ編集についても工夫が必要です。また、ブログ更新

のＭＬリストづくりは現在約１３０人と微増にとどまっています。 

 

（４）幹事会などの開催 

 幹事会は１０回開催され、民主的運営を貫く中で会の総力の結集をはかり、会務を執行

してきました。また、団体・地域の会代表者会議を１回、幹事団体代表者会議を２回開催

し、幹事会方針の徹底と、意見集約をはかってきました。 

 この他、政策担当者会議が２回、編集委員会が３回、事務局会議が９回開かれました。 

 

（５）連絡文書の発行、加入団体・地域の会訪問活動 

 加入団体、地域の会に対して、「連絡文書」を１１回発行し、幹事会方針の連絡などを

行いました。加入団体、地域の会への訪問活動は４回取り組まれました。 

 

 年間を通して、幹事会、事務局会議を中心に運営の改善をはかってきましたが、アンケ

ート活動の遅れなどにより対県交渉は行うことができませんでした。候補者選考について

の本格的論議も今年度の課題となっています。 

 

４．２０１１年度の運動方針   

 県民要求実現、住民本位の県政を作り上げていくため、そして２年後に行われる県知事

選挙の勝利をめざし、持続的に運動を行う事を確認し、以下の方針を提案します。 

 

（１）住民の立場で県政を検証し、憲法県政の会を知らせる 



 一昨年行われた県知事選での経験・教訓や、今期行った「アンケート」活動などの到達

点を引き継ぎ、系統的な広報活動に努めます。要求・政策での多数派、幅広い共同の実現

をめざし、住民視線で県政を検証し、「会」としての建設的な対案（政策）を広く県民に

伝える努力を続けます。 

具体的には、兵庫自治体問題研究所、県「行革」ストップ要求実現連絡会と共同（共催）

し「県政問題学習会」（仮称）を７月～８月を目処に計画します。「会」のニュースを継

続して発行します。今年度は年３回の発行（７月、１１月、３月）とします。開設した、

ブログ・ホームページの充実に努めます。マスコミ・メディア対策を識者の意見も取り入

れ本格的に論議・計画していきます。『ウィ－ラブ兵庫５』発行に向け、内容の検討を進

める企画会議を立ち上げます。 

                                                       

（２）県民の切実な要求・声を集め、県民本位の政策を作る 

 大企業を優遇しながら、一方で福祉・教育・医療などを切りつめる県民に冷たい井戸県

政の実態を明らかにし、関係団体（個人）等の協力も得ながら調査・研究を進め転換の方

向をめざします。県政に関する県内各地への現地調査等を計画します。昨秋から取り組ん

だ「県民アンケート」の集約した内容を分析し、それに基づく政策をつくり上げていきま

す。 

政策を立案するに当たっては先ず、「政策小委員会」（担当者４名を予定）で論議し、

政策の柱を決定していきます。また兵庫自治体問題研究所の研究成果によく学び、可能な

連携を探求します。 

選挙を待たず、要求実現のため関係団体と連携し対県交渉を行います。東日本大震災被

災地・被災者の住民本位の復興に向け奮闘するとともに、災害に強いまちづくり防災対策

の研究を進めていきます。 

 

（３）勝利をめざし、候補者選考を進める 

 （削除）加入団体・地域の会・個人の意見を集約し、第２回総会で決まった「候補者選

考についての考え方」を出発点に、臨時総会で候補者選考の基準を決定していきます。あ

わせて幹事団体代表者会議のもとに「選考委員会」を設置し具体的な候補者選定を進めて

いきます。 

 

（４）今年度のおおまかな日程・行事予定              

 ○ニュース発行－７月、１１月、３月（編集委員会を確立して進めます） 

 ○兵庫県自治体問題研究所、県「行革」ストップ要求実現連絡会と共同した「県政問題  

学習会」（仮称）を  月  日に開催します。                

 ○地域の会、加入団体での「学習会」を提起しながら、県政の会としての「県政学習会」

（仮称）を秋に開催します。 



 ○候補者選考委員会の到達、次期選挙の「政策」や選挙に向けた取り組みの基本戦略を

決定するための臨時総会を本年秋をめどに開催します。 

      

５．２０１１年度の組織方針 

（１）幹事会 

 幹事団体の幹事会への結集を強めます。継続した「会」の運営を進めるため幹事会を定

例（基本は２カ月に１回開催）で開催します。幹事会の日常的な連携を図るためメーリン

グリスト等での連絡網確立に努めます。幹事の任務分担を行い、機能強化をめざします。

第１回幹事会は、６月１５日（水）午後３時半開催（於/兵商連会館）とします。 

 

（２）加入団体 

 現在、３８団体が加入していますが日常的なつながりを強めていきます。憲法県政の会

が掲げる目標に賛同していただける各層・各分野との交流や懇談を進めていきます。 

 

（３）地域の会 

 現在、３０の「地域の会」が結成されています。幹事会方針の具体化を図っていただく

くため、連絡を密にし連携を深めていきます。地域の会独自の活動などへの幹事会からの

参加を強めていきます。 

 

（４）幹事団体 

 幹事団体代表者会議を適宜開催します。当面、２年後に迫った選挙の候補者選定のため

の会議を開催します。選挙政策の策定、候補者擁立の最終責任は幹事団体全体で担うこと

とします。 


